
 （
１

）
宝

塚
市

立
幼

稚
園

の
利

用
者

負
担

等
に

関
す

る
条

例
 

別
表

第
1
(
第

5
条

関
係

)
 

西
谷

幼
稚

園
分

の
み

抜
粋

 

（
旧

）
 

預
か

り
保

育
の

実
施

区
分

 

預
か

り
保

育
の

実
施

時
間

 
1
人

当
た

り
の

預
か

り
保

育
料

(
日

額
)
 

第
1
階

層
及

び
第

2
階

層

に
該

当
す

る
世

帯
 

第
3
階

層
に

該
当

す
る

世

帯
 

第
4
階

層
に

該
当

す
る

世

帯
 

午
前

 
午

前
8
時

か
ら

正
午

ま
で

 
0
円

 
4
0
0
円

 
8
0
0
円

 

午
後

 
正

午
か

ら
午

後
4
時

ま
で

 
0
円

 
4
0
0
円

 
8
0
0
円

 

終
日

 
午

前
8
時

か
ら

午
後

4
時

ま

で
 

0
円

 
8
0
0
円

 
1
,
6
0
0
円

 

   （
２

）
宝

塚
市

立
幼

稚
園

の
利

用
者

負
担

等
に

関
す

る
条

例
 

別
表

第
2
(
第

5
条

関
係

)
 

（
旧

）
 

預
か

り
保

育
の

実
施

幼
稚

園
 

延
長

利
用

時
間

 
1
人

当
た

り
の

預
か

り
保

育
の

延
長

料
金

(
日

額
)
 

第
1
階

層
及

び
第

2
階

層

に
該

当
す

る
世

帯
 

第
3
階

層
に

該
当

す
る

世

帯
 

第
4
階

層
に

該
当

す
る

世

帯
 

幼
稚

園
(
西

谷

幼
稚

園
を

除

く
。

)
 

3
0
分

(
3
0
分

未
満

は
3
0
分

と
み

な
す

。
)
 

0
円

 
5
0
円

 
1
0
0
円

 

西
谷

幼
稚

園
 

3
0
分

(
3
0
分

未
満

は
3
0
分

と
み

な
す

。
)
 

0
円

 
5
0
円

 
1
0
0
円

 

1
時

間
(
3
0
分

を
超

え
1
時

間
未

満
は

1
時

間
と

み
な

す
。

)
 

0
円

 
1
0
0
円

 
2
0
0
円

 

1
時

間
3
0
分

(
1
時

間
を

超
え

1
時

間
3
0
分

未
満

は
、
1
時

間
3
0
分

と

み
な

す
。

)
 

0
円

 
1
5
0
円

 
3
0
0
円

 

 （
新

）
 

預
か

り
保

育
の

実
施

区
分

 

預
か

り
保

育
の

実
施

時
間

 
1
人

当
た

り
の

預
か

り
保

育
料

(
日

額
)
 

第
1
階

層
及

び
第

2
階

層

に
該

当
す

る
世

帯
 

第
3
階

層
に

該
当

す
る

世

帯
 

第
4
階

層
に

該
当

す
る

世

帯
 

午
前

 
午

前
8
時

3
0
分

か
ら

正
午

ま

で
 

0
円

 
3
5
0
円

 
7
0
0
円

 

午
後

 
正

午
か

ら
午

後
4
時

ま
で

 
0
円

 
4
0
0
円

 
8
0
0
円

 

終
日

 
午

前
8
時

3
0
分

か
ら

午
後

4

時
ま

で
 

0
円

 
7
5
0
円

 
1
5
0
0
円

 

  （
新

）
 

延
長

利
用

時
間

 
1
人

当
た

り
の

預
か

り
保

育
の

延
長

料
金

(
日

額
)
 

第
1
階

層
及

び
第

2
階

層

に
該

当
す

る
世

帯
 

第
3
階

層
に

該
当

す
る

世

帯
 

第
4
階

層
に

該
当

す
る

世

帯
 

3
0
分

(
3
0
分

未
満

は
3
0
分

と
み

な

す
。

)
 

0
円

 
5
0
円

 
1
0
0
円
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